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多文化共生論と歴史認識　「嫌韓流 」 の挑戦を考察する

松 本 邦 彦 （山形大学）

1．問題の所在　多文化共生論と 「嫌韓流」

　 「国籍や民族 などの 異なる 人々 が 、互 い の 文化

的差異を認め合 い 、対等な関係を築 こ うとしなが

ら、地域社会の 構成員 として共 に生 きて い くよう

な、多文化共生 の 地域 づ くりを推 し進 める必要性

が増 して い ます」 と して 総務省が 2006年に 「地

域 に お ける多文化共生推進 プ ラ ン 」を策定 し、地

方公共 団体に もそ の 推 進 を求めた
1
の を画期 と し

て 、「多文化共生 」は官民双方に 普及 して い る 。

昨年の 東北大震災 に 際 して も、全 国市 町村 国際
　 　 　 　 　 　 ジ ヤ イア ム

文化研修所 （JIAM）で 研修を受け 「多文化共生

マ ネージ ャ
ー」 に認定され た市町村職員が 中心 と

な っ た 「東北 地 方太 平洋沖地 震多言語支援セ ン

ター」が活躍 した
2
。日本経団連 で も2011年 9月

に発表 した 「経団連成長戦略 2011」に て 「多文

化共生社 会」の 形成を提唱 して い る
3
。

　
一

方で 、多文化共生社会を真 っ 向か ら否定する

ような主張、社会運動が小規模 とは言え登場 して

い る 。 それが 『マ ン ガ嫌韓流』
4
を発祥 と した 「嫌

韓流」で ある。こ れ まで の と こ ろ そ の 主 張は マ ス

メ デ ィ ア 上 の 「韓流」や 、2009年以 降の 民主 党

政権下 で 政治 日程化 した高校無償化措置お よび外

国人参政権法案な ど 「セ キ ュ リテ ィ と文化の 次元

で 展開 され て」
5
い る 。 また、欧 州 で は極右 政党

を支持す るような 「低階層 で か つ 排外主義 を抱 く

人々」が 日本で は特 に 「石原都知事の よ うな排外

的主張を表明する ポ ピ ュ リス ト政治家を支持 し て

い る」 とい う懸念は 社会調査 に よ る デ ータ分析に

よ っ て 否定 され て い る
6

。 そ の 分析 をした 田辺俊

介は 2003年の 調査に基づ き、「ネ ッ トの 掲示板 だ

けを見 て い ると、まる で 若者 の多数 派が 『嫌 中 ・

嫌韓』の 思想を抱 き、国粋主義や排外主 義を主張

して い るよ うに も思 え て しまう。 もち ろ ん 国粋主

義的、あ る い は排外主義的 ナ シ ョ ナ ル ・ア イ デ ン

テ ィ テ ィ を抱 く若者 も存在する。しか しそ の 比率

は比較的少な く、け っ して 『若者』
一

般を代表 し

て い る とはい えな い の で ある」
7
と評価 して い る 。

　 しか し人 口対策と して の 移民導入の検討を政府

閣僚が公言 して い る現在
8
、日本が さらなる外国

人受け入 れ に 踏 み切 る可能性は高まっ て い る。上

記の 経団連の 主 張が 「高度外国人材」の 受入れ

も提唱 して い る とお り、多文化共生 の 主張 と よ

りい っ そ うの 外国人 受け入れ の 主 張 とは両 立す

る 。日本の 国際交流 の現場を よ く知 り、「多文化
　 　 　 　 　 　 　 　 めん じe

パ ワ
ー

」を提唱する毛受敏浩は 「ハ ン グ リ
ー
精神

を持 っ た外国人 を国内 に引き込 む こ とは、先進国

で低下 しが ちな経済電圧 〔※松本注 ：毛受の 造語

で、富め る者 と貧しい 者との 間 の ギ ャ ッ プを指す〕

を高 める こ と に つ なが る」
9
と して 、人材不 足 に

悩 む分野 へ の 移民受け入 れ を主張 して い る 。 移民

政策研究所所長 の 坂 中英徳 も同様である
且o

。

キーワー ド ：

多文化 共生 、 コ リア ン 、嫌 韓流 、植民 地、歴史認識
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　もし日本国内の富め る者が高度技能を もつ 外国

人 との 、貧 しい 者が農村地帯や 中小企業に働 きに

来 た外 国人との 競争に直面 して い くとき、多文化

共生論は説得力 を もつ か どうか 。

　具体的に今後考え られ る許可制 に よる外国人労

働者受け入 れ へ の対応 を考察 した濱口桂一郎は 、

「国内経営者 に とっ て 『で きるだ け安 い 外国人労

働者 をで きる だけ多く導入す る』 こ と が望 ま しい

の に対 し、国内労働者に とっ て は 『で きるだけ外

国人労働者を入れ る な』 と 『外国人労働者の待遇

を上 げろ』 とい う両立 が 困難な立場 を同時に 主張

す る 二 正 面作戦が迫 られ る」 として 、「こ の バ ラ

ン ス が崩れる と、国内労働者は 『多文化共生』 と

い う美辞麗句を自分たちの 生活に対する攻撃とみ

な し、シ ョ
ービ ニ ズ ム 的 な鎖国論に走る危険性が

ある。そ れ が暴 力的 な外国人排斥行動につ なが る

可能性は、現 に われ われ の 目の 前に ある」
U
と危

ぶ ん で い る。また、上記 の 田 辺 の デ
ー

タ分析 に よ

れ ば、「全体 的 に 見 て 、社会に お い て 比較的弱 い

立場に い た り、生活 や 政治に 不満を抱えた りする

人 々 の ほ うが 、外 国人増加 の 悪影響を危惧 し、共

生 よ りもむ しろ 排 除を求め 、さらに は外国人へ の

権利付与 へ 反 対する傾 向が確認 され 」て い る の で

あ る
12
。

　 そ うで あれ ば現段階 の うちに、「嫌韓流」が 多

文化共生 とい う 「美辞麗 句」の どの よ うな弱点を

突い て 勃興 して きた の か を考察 して い くこ とが 重

要だ ろ う。韓流 ブ
ー

ム と在 日 コ リア ン
13
を俎 上 に

の せ て 「嫌韓流」が主張 して い たの は、植民地支

配 と い う日本に と っ て の 負の 歴 史認識が捏造 に も

と つ くとい うもの だ っ た 。 しか し多文化共生論者

に と っ て は 「嫌韓流」 も歴史認識 も扱い に くい 問

題 と思 われ、毛受は 上 記 の 書で 植民地支配に は特

に は言 及 して い な い
14

。 坂 中 は 「在 日韓国 ・朝鮮

人 の 日本移住 は 日本 の 朝鮮半島植民地支配に 由来

する」 としつ つ も、現在 日本に存在する具体的な

排外主義 に は言及 しな い
L5
。「植民地支配 の 清算

や北朝鮮バ ッ シ ン グ に 見られ る ような排外主義の

問題」を 「自治体 ・経済界 ・政府だけで な く、移

住者問題 の 研究者や非政府組織 （NGO ）メ ン バ
ー

か ら成 る」研 究 会な どが対象に しない 状況 を藤

岡美恵子は 「奇妙 な 『多文化共生』論」 と見て

い た
16

。

　なぜ その ような特徴が 日本 の 多文化共生論に存

在する に 至 っ た か、「嫌韓流」 的 な歴 史認識は な

ぜ 支持 を受けて い るの か 。 本稿 はそれ を考察の 課

題 と した い 。 そこ で 、まず植民地支配 とい う歴史

認識 と多文化共生論 の 成立 との 関わ りを分析す

る。

2 ．多文化 共生 論 と植民地支配の歴 史認識

（1 ）戦後 日本の再 出発 と旧植民地出身者

　植民地 を喪失 した 日本 にお い て 、そ の 記憶を 日

本人 に喚起 させ る主 な存在 とな っ た の が、植民地

か ら 日本本土 に渡来、定住 に至 っ て い た コ リア ン

で ある。彼 らの 多くが政治的に支持 した の は、戦

前 よ り植民 地支 配 に反対 し、戦後もそ の 反省に

もっ ともとりくん で い た 日本共産党で ある 。 しか

し占領期 「逆 コ
ー

ス 」 の 進展、朝鮮戦争に よっ て

共産党は弾圧 され、そ の 武装闘争路線 も国民か ら

の支持 を失 う。そ して 日本占領 の 終了の
一
年後 に

は朝鮮戦争も休戦 成立、東ア ジ ア の
一

定の安定性

が確保 されたなかで 日本 で は 自由民主党と日本社

会党に よる 55年体 制が 成立 す る 。 左派系の 在 日

コ リ ア ン 運動 も大 転換 をお こ な い 、北朝鮮政 府

の 指 示 の も と在 日本朝鮮人総連合会 （総連）が

1955年 に発足 し、自ら を北朝鮮の 在外 公民 と し

て 位置 づ け、日本政治へ の 内政不干渉を表明す る。

総連 に対立す る在 日本大韓民国居留民団 （民団。

の ち の 在 日本大韓民 国民 団） もまた 同様で 、朝鮮

戦争に は韓国側 に志願兵 を送 り、そ の後に は朴正

煕の 軍事政権を も支持 して い く
17

。

　 　 　 　 　 との むらま さ る

　 こ うして 外村大 が 「民族 関係 の 55年体制」 と

呼ぶ 、在 日 コ リア ン と日本 人 との 摩擦を回避 しつ

つ 共存する シ ス テ ム が成 立 した。こ れ もまた 一種
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の 「共生」 と言えるが 、外村 の 言 うと お り 「それ

は 日本人の 加害の歴史反省の確立 や民族差別の 克

服、在 日朝鮮人の歴史と存在を尊重 し た うえ で彼

ら を社会 の
一

員 と して 位置付 け る 環境の 形成 と

い っ た
“
懸案事項

”
の 解決を生み だ さな か っ た 。

む しろ、それ の 解決を先送 りする作用 を内包 して

い た」
18

。 他律的 に植民 地 か ら解 き放た れ た 日本

は、冷戦構造が優先され る戦後世界 にお い て、旧

植民地 と の 関係 を忘 れ る こ と を許 された の で あ

る 。

（2 ）差別撤廃運動か ら共生 の 思想 へ

　 自らを南北朝鮮の 在外公民と して 位置付 ける在

日 コ リ ア ン は代 を重ね る なか で 、外国籍の ままで

日本社会へ の 定住 、 定着志向を強め て い く。しか

し多 くは通名で 生活 しつ つ も、自らを日本社会の

メ ン バ ー
では ない と して社会的地位の 上昇を拒ま

れ る こ とに納得 して い た 。 彼 らが 自らの 価値を肯

定 し、それ をそ の まま 日本社会に認 め させ よ うと

い う動 きを始め たの は、就職差別 に在日二 世の青

年が 異 議を 申 し立 て た 日立 就 職差 別裁判 （1970

年提訴）か らで ある 。 当初は 日本企業へ の 就職自

体が 日本社会に同化するもの と して総連、民団の

双方か ら批判、無視 され た ほ ど、厳 しい 運動 となっ

た
19
。だか らこ そそ の 勝利 （1974年）は在 日 コ リ

ア ン に 社会的地位上昇 の 希望を持たせ るの み な ら

　 　 　 　 　 　 　 　 チ ェス ン 　グ

ず、支 援者 の
一

人
・
崔勝久が回顧 して い る よ うに、

「法律で 決 ま っ て い るんだか ら とあきらめ て い た

もの を、日本人 と 同 じ住民 じゃ な い か とい うこ と

で そ の 変更 を求め る、法律で 定め て い る こ とその

もの がおか しい とそ の 変更 を要求 しは じめ る」 と

い う 「パ ラ ダイ ム の 転換」をお こ した の で ある
m

。

そ の 後の 粘 り強 い 住民運動 に よ り、主に自治体判

断 に よる国籍 条項 の 撤廃が進め られ た 。 こ れ に は

1970年代 に各地 で 誕生 した 革新 自治体で の 福祉

政策 の 進展 も寄 与 して い る 。

　 こ うして在 日 コ リア ン や在日台湾人など旧植民

地関連 の 渡来者、つ ま りオ
ー

ル ド
・カ マ

ー
中心の
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運動 に よ っ て 、国籍を超えた 「共生」意識が 生 み

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 イ　イ ン

だ され て い っ た 。 川崎市で 運動を担 っ て きた李仁
tli

夏が半世紀をふ りか え っ た 書籍の 序文を 「同化で

はな く共生 を」 と題 して い る と お り
21
、植民 地支

配に おける同化政策が否定され るべ きもの と して

あっ た 。 「統合」 とい う用語 も多数者 へ の 同化 と

い うニ ュ ア ン ス を帯び て い る と して 避 けられ た
m

。

こ の 国内発の 「共生」に、海外の カ ナダや オ
ー

ス

トラ リアな どの 「多文化主義」とい う言葉の なか

の 「多文化」と が結合 して 生 まれ た の が 「多文化

共生 」 とい う 「和 製語」で あ り
23
、そ の 発祥の地

は 1993年頃 の 川崎市 と 見 られ て い る
24

。

　 しか し国 レ ベ ル で の 制度改革は 「外圧」に よ ら

ねば な らな か っ た 。 そ れ は イ ン ドシ ナ 難民 と い

う 「黒 船」
25
に対応 した 1979年 の 国際 人権規約批

准、1981年の 難民条約批准 に よ っ て 「内国民待遇」

とい う国際的ル ール を受け入れたため で あ る 。

（3） ニ ュ
ー ・カ マ ーへ の 対処 か ら多文化共生 の

　展開へ

　1980年代の 日本で は国際結婚に よ る 女性の 事

実上 の 移民、さらに は バ ブ ル 経済期 の 人手不足 の

中で の 入管法改正 を機に 日系人労働 者 ・家族 の 大

量来 日がお こ る。公式に は外国人労働者 の 導入 は

認め ら れ な い ま ま、一種の裏口 利用 によるニ ュ
ー・

カ マ
ーの 来 日で ある 。 山脇 啓造が 、1970年代 に

オ ール ド ・カ マ ー中心 の施策に取 り組 み始め た自

治体 を 「人権型 」、1990年代 に ニ ュ
ー ・カ マ

ー
中

心 に取 り組ん だ 自治体 を 「国際型」 と呼んだ よう

に 、多 くの 自治体が外国人住民 の 問題 にと りくま

ざ る をえな くな っ た
26
。1993年 4月 に は市 町村 職

員の 国際化対応能力を向上 させるため に 全国市町

村国際文化研修所が設置された 。 そ して 日系人集

住の 地 方自治体は 2001年 に 外 国人 集住 都市会議

を結成 し、情報 ・経験 交流 の みな らず政府へ の 提

言も活発に お こ な っ て い く。

　そ して 多文化共生 が国 の 政策 の
一角にと りこ ま

れ たの が 、 冒頭に 述べ た総務省の 「地域 に お ける

N 工工
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多文 化共 生推 進 プ ラ ン 」 の 提示 で あ る。こ れ に

は序 曲が あ り、全 国市町村国際文化研修所で は

2003年 に 山脇 啓造 と多文化共生 セ ン タ
ー

大阪の

田 村 太郎理事を助言者に して カ リ キ ュ ラ ム を大幅

に見直 し、多文化共生 を全面に打ち出した 研 修を

提供 し て い た
27

。 そ し て 総務省が 2005年6 月に設

置 した 「多文化 共 生 の 推 進 に関す る研 究会」は 山

脇を座 長 と し、田村 も
一

員と して加わ っ た もの で 、

そ の 翌年 3月 の 報告書 を も と に 「プ ラ ン 」が 策定

され た 。 総務省 （旧 自治省）が 「地域 の 国際化」

と して位置 づ け て きた 国際交流 と国際協力に くわ

え、第三 の 柱 と して 多文化共生が明記 され、体系

的な政策が 自治体 に とっ て の モ デ ル と して紹介さ

れた の で ある 。

　 しか し従来の運動が撤廃 を目指 して きた行政 に

よ る差別的処遇 、 さ ら に は市民同士 の 偏見、差別

に つ い て の 対処は 、 プ ラ ン中に は 「多文化共生 」

の 意義の 一つ として 、「外国人住民 の 人権保障 地

方公共団体が 多文化共生施策を推進する こ と は 、

「国際人権規約』、 『人種差別撤廃条約』等におけ

る外国人 の 人権尊重の趣旨に 合致する」とある も

の の 、具体的な差別撤廃策 として は 生 活支援策の

一
つ として 、 「情報提供 に よ る 居住支援、入居差

別の解消」が 挙げら れ て い る の み で 、国 の 制度改

正 な どに も触れ て い ない
。

　ただ、こ れ らの 限界点は総務省の担当者た ちも

作成段階 より自覚 して い た もの で ある 。 た とえば

総務省 自治行政局国際室 に て 研究会を コ ーデ ィ
　 　 　 　 　 　 　 や まざきもと き

ネートした
一

人 の 山崎
一

樹が 京都市副市長に転 じ

て の ち の 2008年に 記す と こ ろ で は 、 政策 の 対象

を 日本語能力が十分で な い 外国人住民に絞 り込ん

だ の は 一
年間と い う時間的制約の た め 、 「現下 の

自治体 の 現場 で 苦慮 して い る 状況 へ の対応 を第

一
義に せ ざる を得な か っ た と い う事情に よ る」。

オール ド ・カ マ ーを検討対象に しな い 点につ い て

は 、 「コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン能力」 と 「文化的背景

の 違い へ の 配慮」 の 視点か ら 「個別 の 施策 レベ ル

で は検討の 対象 として い る こ と に留意」 して ほ し

い と して い る
28

。 また 2008年 4月か ら 同省 の 国際

室長 と な っ て い た植松浩二 は 同年 10月 の 関西 国

際交流 団体協議会主 催の 公 開パ ネル デ ィ ス カ ッ

シ ョ ン に て 、「こ の プ ラ ン は 各省 と 折衝 して 作 っ

た わ けで は ない の で 、実現 に向け て 法整備す る と

い う合意 は ない の で す 。 ただ、最初か らそ こ まで

求め る と、こ の プ ラ ン す ら出せ なか っ た で し ょ う」

と述 べ て い る
29

。

（4 ）多文化共生 論の 普及

　2006年 7月に経済財政諮問会議が策定 した 「経

済財政運営 と構造改革に関する基本方針 （骨太の

方針）2006」にて 「国際競争力の 強化」の
一

環 と

して 「平 成 18年内 の 生 活者 と して の 外国 人総 合

対 策策定等、多文化共生社会構 築 を進め る」 と記

載 された
30

。 前掲 の 元国際室長 の 山崎
一

樹 は、「た

ぶ ん、政府の 公式文書 の 中 で 多文化共生 とい う言

葉 が盛 り込 まれ た の は こ れが最初 だ と思 い ます」

と別 の パ ネル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン で述 べ て い る
31

。

地方自治体で も指針や計画 づ くりが広 ま り、宮城

県で は条例制定に まで至 っ た
32

。 また多文 化共生

計画以外 の 、地域 防災計画や次世代育成支援行動

計画な どの 計画に も外 国人住民 が言及され るよ う

にな っ て い る
33

。 共生 の 語 は他 の 分野 に も広 が り

「原発 と の 共生」 とい う語 まで誕生 して い た こ と

が 2011年の 原発震災後に改め て 知 られた 。

　なぜ 普及 を見た の か 。 日立裁判 の 成果か ら結 成

され た 「民族差別 と 闘 う連絡 協議 会」（民 闘連 ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 きむゆ ん じ ょ ん

の 運動方針 を分析 した金侖貞は、こ の 「共 生」 の

前段階に は 日本 人 と在 日 コ リア ン が地域 を拠 点 に

差別を是 正 する運動に共 に取 り組 む とい う「共闘」

が あっ た と して い るが
：列

、対立や 闘争よ りも協調

を望む人 々 に は共闘な き共生が好 まれた と 言 っ て

良 い だ ろ う
en

。 こ れが 「統合」で あれば、統合 の

た めに必要 となる働 きかけは常 に当事者 か ら 「同

化」を疑 われ、当事者 間 の緊張関係を意識 させ た

か も しれ な い が、「共生 」自体は誰か らも文句の

で な い 用語 で あ っ た 。 そ の 結果、「多文化共生 」
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に楽観主義 の 危険が潜 む こ と を 「実際に現場で 活

動す る人た ちが よ く理解 して い る」状況
36

で （だ

か らこ そ）、「コ ス メ テ ィ ッ ク ・マ ル チ カ ル チ ュ ラ

リズ ム （うわべ の 多文化主義）」 とテ ッ サ ・モ ー

リ ス ＝ス ズ キが命名した もの が 流行 して い っ た
37

。

　植民地問題 とい う歴史認識に は触れない こ と で

普及 した多文化共生論は 、「嫌韓流 」が重要 な根

拠 とする 歴史認識 と は 直接 に対立す る こ とは な

い
。 そ の た め に、また は 、取 るに足 らない 勢力と

見て い る た め に、現段階では多 くの 多文化共生論

者が 「嫌韓流」 を無視 あ るい は軽視 して い る の だ

ろ う。 しか し 「嫌韓流」の今後の消長を考え る た

め に は、なぜ 21世紀の 日本に 「嫌韓流」が台頭

したの かを知 っ て お く必要が あろ う。 次節で検討

したい 。

3 ．「嫌韓流」の歴 史認識が支持 された理 由

（1）「嫌韓流」 ブーム

　 やま の　しゃ りん

　 山野車輪が 2005年に単行本 として 刊行 した 「マ

ン ガ嫌韓流』 は そ の 年 の ベ ス トセ ラ
ー

とな っ た 。

「現在 マ ス コ ミ で は 「韓流』な どと友好 を演出 し

て い る が 　水面下 で は韓国を嫌う日本人が急増 し

て い る　 マ ス コ ミが 隠して い る もう一つ の 韓流

それ が …　「嫌韓流』だ 11」38と い う主張が
一定 の

支持 を得て 、 「嫌韓流」 を冠 した 類書 も刊 行され

て い く
so

。 山野 自身も続編を2009年 まで に 3巻刊

行する とと もに
4°
、「嫌」 の 対象 を中国 に も広げ

た
41

。 そ し て 「嫌韓流」は社会的運動に も発展 し、

『マ ン ガ嫌韓流』 と同 じ出版社か ら 「嫌韓流 実践

ハ ン ドブ ッ ク』
42

を刊行 した著者、桜井誠 は 2007

年に は 「在日特権を許さない 市民の 会」（在特会）

を結成 して 運動を展開 して い る
43

。

　 こ の 『マ ン ガ嫌韓流』 シ リ
ーズ （以下 で は 「嫌

韓流』 と略す〉に対する分 析、批 判 を ま と めた

書籍と して は 、2006年に 『『マ ン ガ 嫌韓 流』 の こ

こ が デ タ ラ メ』
44

、 2007年に は 『日韓　新た な始

まりの た め の 20章』
45
が刊 行 され て い る 。 こ の ほ

多文 化共 生 論 と歴 史認 識 ：「嫌韓流」 の 挑 戦 を考察す る　27

か、『嫌韓流』や 「在特会」 などを現代 日本 レ イ

シ ズ ム と見る 向きが多 い
46

。 た だ、なぜ 嫌韓流的

な主張が 受け入れ ら れ て い る の かに つ い て の 分析

は 、や や弱い よ うに思える 。 類似 の 主張はそれ ま

で に も活字メ デ ィ ア を中心 に存在 して お り、『嫌

韓流』はそ の 再構成 と して 登場 した の だが、なぜ

一大ブ
ー

ム を巻 き起 こす まで に 至 っ た の か。本節

で は、「嫌韓流 」が読者 の ど の ような 「既存の価

値観」 として の 歴 史認識 を動揺 させ、説得力 を持

つ に至 っ て い るか につ い て 分析する。

（2 ） 『マ ン ガ嫌韓流』の植民地認識

　 『嫌韓流』 は 「フ ィ ク シ ョ ン」をうた っ て い る

が、そ の 主張は 現実世界 の 課題 を扱 っ て い る 。 高

校三 年生 の 日本人男性 を主人公、彼 の 同級生 で 韓

国籍在 日 コ リア ン 四世の 男性 を準主人公 と して 始

まり、彼 らが進学先 の 大学で の 歴史研 究サ
ー

クル

で の 学習 とデ ィ ベ ー
トを通 じて 日韓 関係 と在 日 コ

リア ン の 真実 に知 っ て い くとい う筋立 て て 、読者

に 正 しい 事実認識 を伝 えよ うとして い る。

　作品当初 は特 に 社会 問題 に 関心 の なか っ た主 人

公が朝鮮の 植民地支配 に もっ て い た知識 は 「学校

で 習 っ た 」 もの で 、「独立 運動の 弾圧や皇民化政

策　創氏改名　強制連行　従軍慰安婦
……

」 とい

うもの だ っ た 。 と こ ろが同居 して い る祖父が 「終

戦 まで ず っ と朝鮮 半島 に住」み、京城帝 国大学卒

で朝鮮総督府に勤 め て い た とい うこ とを偶然知 ら

される とともに、祖 父か ら 「朝 鮮人学生 の 仲の 良

い 友達 もた くさん で きた し　朝鮮 の 近代化 の ため

に生涯 を捧げ よ うと誓 い あ っ た もの じゃ 」 と聞か

され る 。 そ の 実体験が現代 日本 で は無視 され て い

る と嘆 く祖父に対 し、彼は 「マ ス コ ミが言 っ て い

る植民地の 話 とも懸け離れて い る し　信 じられな

い よ」と反論す るが、祖 父がす ぐに倒 れた こ とも

あ り、動揺 を覚 える （第 1巻第 1話）。

　主人公 はそ の 後、進学先 の 大学 で 歴 史サ
ー

ク ル

に入 部 してす ぐ、学内 の ライバ ル サ
ー

ク ル 相手の

デ ィ ベ ー
ト「日韓 の 補償 問題 」に臨む 。 「本 やネ ッ
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トで
一

週間即席勉強 しただけ」だ っ たが 、「補 償

問題は 日韓基本条約で 全 て 決着が着い て い る」 と

い う主 張で 勝利 をお さめ る （第 1巻第 2 話）。 こ

こ で 彼は植民地支配に つ い て 「日本は国家予算の

二 〇 ％ を朝鮮に投入 して 近代化させ た」と主張 し

て い る が 、 そ こ に 至 る まで の 学習内容や 葛藤、あ

らた め て祖 父 と対話する場面は描写 され な い
47

。

こ の 「近代化」の 詳細 は、そ の 後の デ ィ ベ ー
ト 「日

韓併合」 に て 主 人公側 の 女性 か ら下記 の よ うに主

張され る （第 1巻 第 8話）。

　「日本は朝鮮 に 道路 ・鉄道 ・電 力 な ど数 々 の イ

ン フ ラ を整備　 さらに 近代医療の導入 と農業生 産

力の 向上 に よ り人 口 を倍 に 増加 させ 奴隷制 度 を

廃止 し　教育制度を充実 して ハ ン グル を普及 させ

た　 こ れ らの ど こ が 『世界
一

過酷 な植民地』 なの

か し ら ？」「確か に欧米列強は 植民地 に 対 し過酷

な収奪 と搾取 を行っ て い ました　 しか し
……　 日

本統治下 の 朝鮮は状況が 全 く違 っ て よ 1」　過酷

な植民地支配 とい うイ メージは、日 本 で はな く欧

米に妥当する もの だ と主張され るの で あ る。

　そ して 朝鮮 人 に対する 同化政策、皇民化政策は

「朝鮮人を植民地の 奴隷で は な く日本国民 と して

扱 っ た平等な政策」とされ る 。 三
一

独立運動の よ

うな抵抗が あっ た との 主張に対 して は、「併合 し

て しば ら くは　そ の よ うな抵抗が あっ て もそ れは

仕方が ない こ と」で 、む しろ大多数の 朝鮮人 は支

配を受け入れ た として 、次の ように 主張す る。「併

合下 で の 三五年間　 日本 と朝鮮の 人達が手 を取 り

合 っ て朝鮮の 近代化に努めた」。「現在マ ス コ ミ は

日韓友好を唱 え て い ますが 　実 は限 りな くそ れ に

近い 理想形が すで に過去に あっ た の です　 日本人

と朝鮮人が手 を取 り合っ て朝鮮半島で暮 らして い

た 日 々 が」。 「当時の朝鮮で 生活 して い た方 々 の 話

に耳を傾けて くだ さい 　 日本人 も朝鮮人 もな く同

じ人間として 生活して い た とい う話が聞けるはず

です」
48

。

　朝鮮 を植民 地支配 した の で は なく近代化 した の

だ とい う主張が読者に と っ て も説得力をもっ て い

る様子 は、翌年の 『マ ン ガ嫌韓流 2 』刊行に続い

て 刊行 された 「マ ン ガ嫌韓流公式 ガ イ ドブ ッ ク』

に収録 された次 の ような読者感想
49

か らも察せ ら

れ る。「こ の 本 を読 むまで は日本 が武力で 攻め て

併合 し朝鮮人は奴隷 階級で苦 しんだ と思 っ て い ま

した。だか ら今まで は韓 国の 要求 はち ょ っ と過大

なが ら理 解で きる面 も持 っ て い ま した」（34歳 ・

男性 ・会社員）。 「欧米列強の植民地支配 とは違 う

日本の植民地支配 。 それ は国づ くりをする こ とで

す 。 朝鮮単独で は な ん ともで きない 、 そこ で 日本

が朝鮮 をま と もな国 として 開発しました」（34歳 ・

男性 ）。 「日韓併合時代に 日本が ひ どい こ とを した

とい うよ り韓国 の 発展の もとを築い た とい うこ と

は よ く分 か りま した」（40歳 ・男性 ・銀行勤務〉。

　 こ の よう に 近代 化 を優 先す る発想は 「嫌韓流」

に 反発す る 側 に も共通 して い る 。 た とえば 『嫌韓

流』に対抗 して 「嫌日 流」をうた っ た マ ン ガ が韓

国で 2冊出版され、日本で も翻訳 ・刊 行 され て い

るが、そ の
一

つ は、「韓 国 よ り何
一

つ 優 れ て い る

わけ で もない の に 　韓国 を後進国 だ と言う日本の

妄言 を黙 っ て 聞 い て い うとい うん で すか」と韓国

人学生 に 言 わせ 、「日本 は豊か だが国民 は貧乏で

ある」 とする 。 そ して 「大韓民国 は決 してあ なた

た ちが軽ん じて もい い 相手 で はない 　大韓民国 は

こ ん な国だ」として 、「IQ が世界で 最 も高 い 国」「文

盲率が 1 ％未満 の 世界唯
一

の 国」 な ど を列挙 して

終 わる
5°

。 また山野車輪 に して も桜井誠に して も、

自らの 主張 を日本 人同士 の 議論だけで 紡 ぎ出した

の で はな く、イ ン タ
ーネ ッ ト上 の 翻訳機能付 き掲

示板 で の 韓 国人 との 論争 を経 て、自らの 主張 の 有

効性 を確認 した と考え て 発 表 して い る こ と も見過

ごせ な い 点 で ある
51

。

　近代化優先 の 思 考を 『嫌韓流』 は ど こ に つ なげ

る の か 。 第 4巻で イギ リス か らの 留学 生 は 次の よ

うに 述 べ る 。 サ ッ チ ャ
ー

時 代 の 教 育改革が 「偏 向

した歴 史教育」を是 正 して 、「学校 では侵略史観

だけで な く 『植民地支配 に よ っ て イ ン ド人 の 生活

水準が 向上 した』 などの植民地支配 の プ ラ ス の 面
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も取 り上げる ように させ て 　歴 史 を冷静に両 面か

ら教 える教育の 大改革を断行 し　イギ リス 人 の 意

識改 革を行 っ た の で す」（第 4 巻第 9 話 「日本人

が知 らな い 世 界の 嫌韓流」）。 こ こ で は 『嫌韓流』

自身も否定 して い たはずの （欧米流）の 「過酷な」

植民地支配は半面に せ よ肯定に至 っ て い る 。

　 い ずれ の 帝国主義国も異民族支配を正 当化すべ

く、 遅 れ た 民族の 近代化 、 文明化を主唱 して い

た 。 こ れ を知 らぬ まま、しか し当人 として は世界

史を知 っ て い た つ もりで 『嫌韓流』 を読ん だ読者

は 先入観が覆され る こ とで植民地支配 の 正当化に

まで至 っ て しまう。 た しか に植民地の 近代化に植

民 地支配 が寄与 した と して も、それが支配そ の も

の を正 当化する こ とはな い 。 そ もそ も、い かな る

植民地 も独立 して い っ た過去の事実を見れば、異

民族支配の無理 は読者に も理解 され て い る はずで

ある。とこ ろ が近代化を優先する こ とで植民地 支

配 と抑圧 を正 当化 し、同化 を当然 とする 思 考法は

どこ か ら生 じたの か。また、現代の到達点 と して

の 多文化共生論に とっ て、こ うし た思考法は どの

よ うな意味を持つ だ ろ うか 。

4 ．『嫌韓流』の 思考法

（1 ）「ずらし」の 話法

　まず、「嫌韓流」を受け入れ る素地 として 挙げ

られ る の は 「ず らし」の 話法で ある 。 中西新太郎

に よ る と、「不幸や抑圧 の現実性を観念上 で 消去

し、弱者な り被害者な りの 訴え、心情の 発露 を演

技的パ フ ォ
ーマ ン ス へ とず ら して とらえ る話法

は、七 〇年代半ば以降の 消費社会化に ともな っ て

一
般化 して きた」。被害者が 「『私が悪 い の で は な

い 』 と社会に 向か っ て 権利 請求する存在は理不尽

に 映 り、強烈な排除の対象とな る」。 「人権や 民主

主義の普遍妥当性 を要求する主 張や 「可 愛げ」の

な い フ ェ ミ ニ ズ ム な どは、い ずれ も居丈高で抑圧

的な言説に感 じ ら れ、そ うしたずら しの 対象とな

る甥 。 権利の 主張、抑圧へ の怒 りは理性的で はな

多文化 共生論 と歴 史認識 ：「嫌韓流」の 挑戦 を考察す る　29

く 「感情的」と して マ イナ ス に評価 される
53

。

　 感情的な主張を否定する「クール な語 り口様式」

の背景に は、中西 の 言う「J 国家主義感覚」が ある。

中西は洗練された 日本製若者文化が世 界に輸出 さ

れ る なか で 、「い わば文化的宗主 国に属する こ と

の意識が 、 ジ ャ パ ン ・クール の 語 り口 に は明瞭に

刻印され て い る」 と見る 。 そ の ナ シ ョ ナ リズ ム の

発端が 日韓共催ワ
ール ドカ ッ プで 日本人が韓国 ナ

シ ョ ナ リズ ム を 「発見」した こ とで あ り、『嫌韓流』

の 冒頭 が W 杯で ある こ とを象徴的 とする
M

。 そ し

て韓国 ナ シ ョ ナ リズ ム は応援 マ ナ
ー

や ラ フ プレー

に見られ た如 く感情的で偏狭な もの だが、日本の

優 越性は世 界に認め られて い る として、自国 の 歴

史認識 を問 うような主張は否定 される
55

。

　 こ こ に既成の マ ス メ デ ィ ア や研究者、既成の権

威 に対する反発も加わ る 。
マ ン ガ表現論の視角か

　 　 　 　 　 　 もとい

ら検討 した杉浦基は 、既存の 価値規範 を絶対化す

る啓蒙主義的な主張 を 『嫌韓流』が 「『正 しさ』

の 奴隷」「独善的な宣教師」と して 批判 しなが らも、

『嫌韓流』 もまたその 手法を内面化 した 「
“
啓蒙の

鬼子
”
」で ある こ と、しか し 「主体的な真実」 を

求め る態度があっ た と して い る 。 原尻英樹は 『嫌

韓流』 とそ の 関連本に つ い て 、「こ れ らの 筆者に

は韓国 ・朝鮮に つ い て の 専門家はほ とん どい ない

とい う基 本的特徴が ある」と して 、「韓国 ・朝鮮

に つ い て は、専門家以 外の 人が誰で も言及で きる」

異様な状況が ある と指摘 して い たが
57
、だか ら こ

そ 、自分で もの を考え て い る （つ も りの ）人 々 は

『嫌韓流』を受け入 れた の だ ろ う。そ の 『嫌韓流』

で は韓国人は、「韓国政 府に よ っ て捏造 された フ ィ

ク シ ョ ン 」を信 じ込 み 、自分で 考え られ ない 人 々

と哀れ まれる。韓 国 に は言論の 自由が な く、「歴

史を直視する韓 国人」 は 「親 日派」 と して 社会的

に抹殺 され る とい う認識 も、日本人 の 側 の 優 位性

を高め る （第 2巻第 8話 ）。

　既存の 権威 へ の 不信 と い う点で は、「嫌韓流 」

は従来の 日本の 保守、右派に ある 親韓派とも
一

線

を画 して い る 。 『嫌韓流』は韓国生 まれ の新興宗教・
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統
一

協会 （世界基督教統
一

神霊協会）を 「韓国系

カ ル ト宗教」 と呼び、「反共運動 とい う部分で 統

一
協会と 日本の保守勢力とは未だ に関係を保持 し

て い る 」 と告発する （第 3 巻第 4 話）。 こ れ を山

野車輪は 、「こ れ まで の 保守 は韓国 に対 して しが

らみがある 。 だけ ど、我 々 に は そうい うしが らみ

が な い
。 そ うい う違い が保守の 中に もある ん で す

よ ね」 と語 っ て い る
58

。

（2）「癒 し」と しての 「嫌韓流」

　権利主張 をす る人 々 へ の冷淡 なまなざ しは、当

然なが ら自らに も向けられ て い るはずだ 。 自分 自

身が抑圧 され、差別 された として も、自らが 「近

代化」すれば良い
。 もし「近代化」で きな くて も「自

己責任」で ある。しか し自身が苦 しみ を感 じて い

な い わけが な い
。 そ の 「癒 し」 を与え る もの は何

だ ろ うか 。

　 『嫌韓流』登場 の 2 年前、斎藤貴男は 現代 の部

落差別の 言論を 「『癒 し』 として の 差別」 と命名

し た 。 2003年 に 部落解放同盟 の 関係者 に大量に

匿名で 送 りつ けられた封書、ハ ガキ に つ い て 斎藤

に聞かれた同盟 の 東京都連書記長は、そ の 攻撃的

な主張に は 「リ ア リ テ ィ が ない 」 と言 う。「部落

の 者に ひ どい 目に あ っ たか ら
’1曽ん で い る とい っ た

ような、差別に 至 る 実体験の 裏づ けが ま る で 感 じ

られな い 。ただ世 の 中 に は被 差別部落な る もの が

存在して い る とい う
“
情報

”
を何か で 知 っ て 、そ

こ に は解放同盟 とい う悪 い 奴らがお る ぞ と、こ れ

も頭 の 中だけ で 、
“
情報

”
と して 理解 した 。 」

59
こ

れ を受け て 伊藤公雄 は 「「癒 し』として の 差別 」は、

「憎悪／嫌 悪す る側 の 不安 定 な 自己意識 に こ そそ

の 根拠 が あ る と い っ て も い い だ ろ う」 と指摘 し

た
60
。

　 こ の 「リ ア リ テ ィ が ない 」敵意は 『嫌韓流』の

世界に も当て はまる 。 登場人物の 誰も、 具体的に

在 日 コ リ ア ン か ら攻撃を受 けた とい う体験 は な

い
。 『嫌韓流』読者の 感想 を見て も、在 日 コ リ ア

ン が 身近に い る とい う人は少ない
。 「上司は李承

晩時代 に 韓国 で 発電所建設 の 仕事に携 わ っ て い ま

したが韓国人か らい わ れ な きひ ど い 差別や扱 い を

うけた」と い う 「36歳 ・女性 ・会社員 ・東京都」

は い る が 、 日本で 同級生 に在 日コ リ ア ン が い た人

は差別な く暮 ら して い た とい うの み で ある
61

。 そ

うした読者が共感する 「嫌韓流』の 主張 （日本人

が こ うむ っ て い る被害） とは 、 「在 日韓国 ・朝鮮

人 は 『強制連行 され て きた』 とい う捏造を カ ード

に 日本人の贖罪意識を利用 して特権や優遇 を騙 し

取 っ て きた ん だ」 とい うもの だ （第 2 巻第 3話）。

　こ の 「在 日特権」 とは特 別永住資格 、無年金者

に対する地方 自治体の独 自の福祉手当、朝鮮総 連

施設に対する 地 方自治体の 税減免措置な ど、主 に

在 日 コ リ ア ン の オ
ー

ル ド・カ マ
ー

とそ の 子孫 が得

て い る もの で ある。第 4 巻 で は 「外国人参政権 を

推進 して い る」民主党へ の 政権交代の 可能性が高

ま っ て い る と して 、在日 コ リ ア ン が参政権 を得れ

ば 「彼 ら は今以上 の 『在日特権』 を得る だ けに留

まらず…　 日本は完全 に在日 に乗 っ 取られ　支配

され て しまう111と危機感 をあらわ にする （第 4

巻第 1話 「在日韓国人 の
“
日本侵略

”
」）。こ うし

て シ リーズ 冒頭 で は誤 っ た歴史認識 をもち「特権」

も知 らなか っ た とい う設定の準主人公 の 在日 コ リ

ア ン 青年は第 4 巻 第 10話に て 、民団の ビ ル 前で

「民団は歴 史捏造 ・歪 曲を行 っ て きた こ と を認め

て 目本 に 謝罪 しろ 1　 『在 日特権』の 実態 を明 ら

か に して情報開示 しろ 凵 「民団は在 日 の 生 活保

障を 日本に 丸投げする の で はな く　 同胞 の ため の

セ
ー

フ テ ィ ネ ッ トを作 れ 1　 民団は日本 に参政権

を要求する の はやめ ろ 1」 と宣伝 活動 を し、感激

した主人公 らもそれ に加 わ る 。

　 自分たち を守るはず の 国家が 自分 たちで はな く

外国人 を守っ て い る とい う憤激が排外主義を呼ぶ

状況を 「パ ラ ノ イ ア ・
ナ シ ョ ナ リズ ム」 と命名 し

た の が オース トラ リ ア を分析 した ガ ッ サ ン ・パ ー

ジ で ある 。 グ ロ ーバ リゼーシ ョ ン の進行に より周

縁化 され て い く人 々 は 「自らが周縁化され た状態

に慣れ て い ない 」。 「彼 ・彼女らは、自らと自らが
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属 す る ネイ シ ョ ン の 関係が脆弱 で ある こ とに由来

す る恐怖 を、異邦人 と分類 され るあ らゆ る人 々 に

対 し て投影する 。自分 を養 っ て くれな い ネイ シ ョ

ン に対 して こ うし た 人 々 が 抱 く愛着は、ナ シ ョ ナ

リズ ム の 特殊な パ ラ ノ イ ア 的形 態 を次第に 生 み 出

し て い く」
52

。 すで に 2010年 に 中国帰 国者 の 親類

縁者が 多数入 国 し て大阪市役所に 生活保護 を申請

した こ とが 「在特会」な どの 反 発 を呼ん だ
63
。

　 こ うした 図式 を日本に 当て は め れ ば、現在検討

され て い る 人口減対策 と して の 移民導入 は 、日本

人 の 若者に とっ て ど の よ うな メ ッ セ ージ に な る だ

ろ うか。現代 の 大卒生 の 就職難は 、大学生 が増え

す ぎたか らだ と い う主張が ある
en

。 そ の 彼 ら の ラ

イ バ ル と して すで に外 国人留 学生 が登 場 しつ つ

あ り
65
、ある 経営者は 「就職 内定者 の 懇 談会で 、

私の テ ーブ ル に最初に 集まっ て くる の は 外 国籍 の

人か 日本人の女性です」「日本人男性 の 多 くは隅 っ

こ の 方で 固まっ て い ます」 と述べ て い る
66
。自ら

は 「ネイ シ ョ ン 」に期待 され て い な い とい う若者

（男性）の 自覚が 、 今後の 多文化共生 に対する 脅

威の発端になる可能性が ある 。

5 ． まとめ

　地方自治体や住民 、 研究者な ど当事者 の 苦労 と

努力 の もとで普及を して きた多文化共生論は、そ

の 起点に植民地支配に おける 同化強制へ の 反省が

あ っ た もの の 、 その 歴 史認識の 問題 を避 ける こ と

で 広 く支持を得て きた とい う側面が ある 。 よ っ て

「嫌韓流」の 問題提起 が過去 の 歴 史認識 問題 に留

まる もの で あれば、現代 の 多文化共生論 に と っ て

は脅威 とは言えない か もしれな い 。

　 しか し以上 で 考察 して きた よ うに 、「嫌韓 流」

に は植民地支配の差別 と抑圧 を 「近代化」 の 名の

下 に正 当化する思考法が ある と思 われる 。 そ の 視

点が 現代に お い て も適用 されれ ば、自己の 生 活を

守る た め に他者 に働 きか ける こ とは 「自己責任」

の 名の 下 に忌避され る 。
こ れ が どれ ほ どの 規模を
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もっ た心性で あるかは別に考察を要す るが 、こ う

した 人 々 が、自らへ の 社会的サービ ス は縮減 され

る
一方で 「異邦人」に対する サービス は 「多文化

共生 」に よ っ て 不当に確保され て い る と考えた場

合 に は、自分 らが我慢 して い る の に として、「共生」

自体 の 拒否に至 る 可能性 は高い だ ろ う。

　彼 ら に 「異邦人」へ の 攻撃で はなく 「共生」を

選択 して もらうた め に は、自ら の 受ける抑圧 を自

覚 させ 、さら に はそ の 解決 の た め に踏み 出させ 、

そ の 上 で 他者 と 「共闘」す る回路を 「多文化共生

論」の 側で も設定 して い くこ と も重要 と思 われる 。
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　 された」 記 憶 を 主人 公 に 話そ うと し な い で い た。『嫌 韓

　流 』 が 祖 父 を ほ と ん ど登 場 さ せ な か っ たの は、こ の よ

　 うな 「リア リ テ ィ 」を 避 け た た め か も し れ な い 。

62　ガ ッ サ ン ・パ
ー

ジ、塩 原 良和 訳 『希 望 の 分 配 メ カ ニ

　ズ ム ：パ ラ ノ イ ア
・
ナ シ ョ ナ リズ ム 批判』御茶 の 水書 房、

　2008年、p．43D

63　こ れ に 関 して は 『嫌韓流 3 』文 庫版 巻 末 の 対 談 で 、

　在特会会長 の 桜井誠が 大阪市役所 へ の 抗 議 行 動 を語 っ

　て い る （p257 ）。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 え 　 び 　は らつく　 お

64　そ う主 張 す る論 者の
一

人 の 海老原嗣 生 は 「期 限 付 き

　外 国 人就 労 者受 け入 れ 」 を 提言 して い る （同 著 『「若 者

　は か わ い そ う」論 の ウ ソ 』 扶桑 社新 書、2010年、pp ．216

　〜　224）ロ

65　参 照、日本経 済 新 聞 2012年 2 月 20 日 付 記 事 「2013 就

　活／外 国 人留学生 　存在感 じわ り」。

66　朝 日新聞 2012年3月22 日fJ．記事 「耕 論 　秋 入学 は 日

　本 を救 うか 」で の 日産 自動車最高執行責任 者
・志 賀 俊

　 之の 発言 。
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A  Theory of  Multicultural Community  Building and
Study on  the Dare of the 

`Hate

 Korea WaveHistorical
 Recog

(Kenkanryu)'nitionl

MATUMOTOKunihiko(Yamagata  University)

   In recent  Japan, 
"multicultural

 community

building" has become  an  official ideology. For

instance, the Ministry of  Internal Affairs and

Communications  has created  a promotion  plan

for multicultural  community  building and  has

been promoting  such  policy practices to all local

government  entities.  On  the other  hand, start-

ing from 
"Hate

 Korea Wave, A  Comic (Manga

Kenkanryu)," there are  louder voices  who  insist

on  xenophobia  against  Korean living in Japan.

   This paper focuses on  the recognition  of the

history of  Japan's colonial  occupation  in which

anti-Korean  arguments  are  based in order  to

analyze  Japanese policies on  multicultural  com-

rnunity  building.

   The  study  has led to the following conclu-

sion]

   In Japan, multicultural  community  build-

ing has been promoted  by ignoring the issues of

the recognition  of history, As  foreign workers

increase in Japan, xenophobia  such  as  the 
`'Hate

Korea" movement  will be a  threat to such  multi-

cultural  community  building policy practices.

   People who  are  attracted  to the 
`iHate

 Ko-

rea  Wave"  support  the concept  of Japan's colo-

nial  occupation  on  the ground of  a  theory  of  self-

responsibility.


